
資 料 ６

伊 方 原 子 力 発 電 所 環 境 安 全 管 理 委 員 会 設 置 要 綱

（ 目 的 ）

第 １ 条 四 国 電 力 株 式 会 社 が 伊 方 町 に 設 置 す る 伊 方 原 子 力 発 電

所 （ 以 下 「 発 電 所 」 と い う ） 周 辺 の 安 全 確 保 及 び 環 境 保 全 に。

資 す る た め 、 伊 方 原子 力 発 電 所 環 境 安 全管 理 委 員 会 （ 以 下 「委

員 会 」 とい う ）を 設 置 する 。。

（ 任 務 ）

第 ２ 条 委 員 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 検 討 、 評 価

し 、 知 事に 必 要 な意 見 を 述べ る 。

(1) 環 境監 視 の 方法

(2) 環 境放 射 線 等の 調 査 測定 結 果

(3) 放 射性 廃 棄 物の 環 境 への 放 出 状況 及 び 保管 管 理 状況

(4) そ の 他 発 電 所 周 辺 の安 全 確 保 及 び 環 境 保全 に 関 し 、 必 要な

事 項

（ 委 員 ）

第 ３条 委 員会 は 、 委員 ２ ９ 人以 内 を もっ て 組 織す る 。

２ 委 員 は 、 関 係 行 政 機 関 の 職 員 、 学 識 経 験 者 そ の 他 適 当 と 認

め る 者 のう ち か ら、 知 事 が任 命 又 は委 嘱 す る。

（ 委員 の 任 期）

第 ４ 条 委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任

期 は 、 前任 者 の 残任 期 間 とす る 。

２ 委 員 は 、再 任 す るこ と が でき る 。

（ 会長 及 び 副会 長 ）

第 ５条 委 員会 に 会 長及 び 副 会長 各 １ 人を 置 く 。

２ 会 長 及 び副 会 長 の選 任 は 、委 員 の 互選 に よ る。

３ 会 長 は 、委 員 会 を代 表 し 、委 員 会 の事 務 を 掌理 す る 。

４ 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の

職 務 を 代行 す る 。

（ 会 議 ）

第 ６条 委 員会 の 会 議は 、 会 長が 招 集 し、 会 長 が議 長 と なる 。



（ 専門 部 会 ）

第 ７ 条 委 員 会 に 、 技 術 専 門 部 会 （ 以 下 「 専 門 部 会 」 とい う ）。

を 置 く 。

２ 専 門 部 会 は 、 会 長 が 指 名 す る 委 員 及 び そ の 他 会 長 が 適 当 と

認 め る 者を も っ て構 成 す る。

３ 専 門 部 会 は、 委 員 会の 任 務 の うち 、 技 術的 事 項 を所 掌 す る。

（ 部会 長 ）

第 ８条 専 門部 会 に 部会 長 １ 人を 置 く 。

２ 部 会 長 の選 任 は 、部 会 を 構成 す る 委員 の 互 選に よ る 。

３ 部 会 長 は、 部 会 を代 表 し 、部 会 の 事務 を 掌 理す る 。

４ 部 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 部 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る

委 員 が その 職 務 を代 行 す る。

（ 事務 の 処 理）

第 ９条 委 員会 の 事 務は 、 県 民環 境 部 にお い て 処理 す る 。

（ 雑 則 ）

第 1 0条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項は 会 長 が定 め る 。

附 則

この 要 綱 は、 昭 和 51年 ４ 月 １日 か ら 施行 す る 。

附 則

この 要 綱 は、 平 成 ７年 ４ 月 １日 か ら 施行 す る 。

附 則

この 要 綱 は、 平 成 ８年 ８ 月 １日 か ら 施行 す る 。

附 則

この 要 綱 は、 平 成 10年 ４ 月 １日 か ら 施行 す る 。

附 則

この 要 綱 は、 平 成 12年 ４ 月 １日 か ら 施行 す る 。


